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ご挨拶

この度、茨城県交通安全施設業協同組合総会におきまして、理事長に就任いたしまし
た宇都宮 浩でございます。
皆様方には、日頃から当組合事業につきまして、ご指導、ご高配を賜り厚く御礼申し

上げます。
さて、昨今の茨城県内の道路環境は、来年３月には、圏央道の県内開通予定となってお
り、県南地域におきましてもバイパスの整備が進み道路環境は激変してまいりました。
２０１９年には、茨城国体が開催され、全国・海外から、多くの人がお見えになります。
２０２０年オリンピック・パラリンピックを控え案内標識の英文化 止まれ等の国際基
準化と国際社会を意識した検討がなされております。このような状況の中、案内標識や
路面標示の充実を図り、より見やすく・より早く・より安全に目的地に到着できること
を目指し組合活動を通じ提言してまいりたいと思います。
更に、交通環境の変化に対応すべく、従来からの国家資格であります「路面標示施工技
能士」の育成にも努めてまいります。また近年新たに位置付けられました「登録標識・
路面標示基幹技能者」「道路標識設置・診断士」につきましても、組合員が取得できる

旧基準の高欄は現設置基準を満たしていません。
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旧基準の高欄は現設置基準を満たしていません。
（１９８６年以前に設計された橋が特に注意が必要です。）

高さは
1100以上

高欄は高さが、H1100に満たない物、
及び支柱がブロックアウト形状に
なっていない物は現在の基準に満たない
為、補修が必要になっています。
今の基準に満たす為、左記のような

ブロックアウト型・・・。
支柱よりも突出させた連続したレールで
車両をブロックしながら本線に誘導復帰
させます。支柱への直接ダメージも抑え、
破壊を低減させる狙いもあります。
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道路標識設置・診断士
道路標識設置に関すハード、ソフト両面を併せ持つ専門的な技術者で、かつ、マネジメント能力を有する
資格者を養成し、認定する協会独自の認定制度です。道路標識設置は、建設業法上は専門的な業種として
分類されていないため、とび・土工に包含されているが、実施工の場合、設置する場所の地理的条件や道
路利用者からの視認性等統合的に検討し、施工者が提案したり、判断する力が求められることから、こう
した能力を持つ者を認定することで、技術水準の向上を図るとともに技術者の地位向上を図ることを目的
としています。
【道路標識設置管理士研修」を「道路標識設置・診断士研修」に改めると同時に、すでに設定した道路標

登録標識・路面標示基幹技能者
登録標識・路面標示基幹技能者は工事施行現場において中心的な役割を担い、優れた技能と業務遂行能力
を発揮し、品質と生産性の確保に努め若年技能者の指導・育成を行うことが主な任務となります。
また、登録基幹技能者は現場の効率化を図るため、機材や技能者を適正に配置して施行計画に基づいた工
事の円滑化に寄与します。
道路標識の工事では標識の設置効率よく行うだけでなく、標示内容や前後の標識の標示内容との連続性、
整合性をはかり、道路利用者からの視認性の確保、設置位置の適正化など標識設置自体のマネージメント
を行っています。
路面標示の工事では、道路形状や地域の状況に応じた路面標示の施工が行われるように工夫して、円滑な
交通が図られるよう工事体制を組んで、安全で品質に優れた工事を行っています。

路面標示施工技能士
職業能力開発促進法に基づいた国家検定制度
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号）に基づいた国家検定制度であり、現在128職種が実施されて
います。
路面標示施工技能士制度は、昭和61年から対象職種(単一等級）に加えられ、工事施工者の有する技能を
一定の基準によって検定し、合格した者には「技能士」として厚生労働大臣から認定された称号を付与
された国家資格です。
建設業法における国の認定
建設業法(昭和24年）法律第100号では、平成10年6月18日付建設省第1359号(現国土交通省）により、路
面標示施工技能士は、下記の資格を有することとなりました。いわば国土交通省が認定した国家資格と
いえます。
・専任技術者となり得る
・主任技術者となり得る
・技術者資格として評価対象となっている


